








○「消費生活センター」とは

消費生活センターは消費者と事業者の間に生じた商品・サービス
に関するトラブルや、悪質商法による被害、消費に関するご相談を
専門の消費生活相談員がお受けして、問題解決へのお手伝いをして
います。

相 談 先 住 所 電 話番 号 地 区

今市西
地域包括支援センター

今市本町１１－４
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂﾄﾞﾘｰﾑ １０７

２５－６３７４ 今市地区

今市北
地域包括支援センター

倉ケ崎６０５－７
（誠心園内）

２１－７０８１
今市地区の一部
豊岡地区

今市東
地域包括支援センター

根室６０７－５
（もりのいえ内）

２６－６５３７
大沢中部・北部地区、
塩野室地区

今市南
地域包括支援センター

板橋２１９０－２
（今市ホーム内）

２５－６４４４
大沢南部地区
落合地区

藤原・栗山
地域包括支援センター

鬼怒川温泉大原１４０６－２
（日光市藤原庁舎内）

７６－３３３３
藤原地区
栗山地区

日光・足尾
地域包括支援センター

御幸町４－１
（日光市日光庁舎内）

２５－３２５５
日光地区
足尾地区

（考案）日光市内 地域包括支援センター（社会福祉士職）
（発行）日光市 健康福祉部 高齢福祉課 地域包括支援センター

日光市今市本町１番地 （電話）０２８８－２１－２１３７

相 談 先 住 所 電話番号 地 区

日光市
消費生活センター

今市４１２－１
（日光ランドマーク内）

２２－４７４３ 日光市全域

○消費者被害に遭わないために

高齢者のみなさん、少しでも「あやしい」 と思ったらまず、身
近な人や相談窓口（下表）に相談しましょう。
消費生活の悩みや思いは一人で抱え込まずに、日光市消費生活セ

ンターや警察、お住まいの地区の地域包括支援センターに相談して
ください。

〇地域包括支援センターにもお気軽にご相談ください

地域包括支援センターでは、日常生活全般や認知症に関すること、介護
や福祉のサービスことなど、高齢者の様々な相談に応じます。


